
（平成２１年７月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認鹿児島地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



鹿児島厚生年金 事案 268 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①のうち、昭和 35 年 11 月 26 日から 36 年７月 1 日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日に係る

記録を昭和 35年 11月 26日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 9,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る昭和 35年 11月から 36年６月までの厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

また、申立人のＡ事業所における資格喪失日は昭和 40年３月 1日である

と認められることから、申立期間②に係る記録を訂正し、当該期間の標準

報酬月額を２万 2,000円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年 11月 18日から 36年７月１日まで 

             ② 昭和 39年１月 26日から 40年３月１日まで 

    私は昭和 31 年４月から 41 年６月までの間、申立事業所に継続して勤

務していたにもかかわらず、社会保険庁の記録では、申立期間①及び②

の厚生年金保険の加入記録が無いとしている。 

私が同事業所で途切れることなく勤務していた事実は、同事業所から

もらった賞状からも証明できると思うので、申立期間について、厚生年

金保険の被保険者であったことを認め、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、社会保険庁のオンライン記録等により、申立事

業所等における申立人の被保険者資格の記録は確認できない上、申立人が

当該期間前の昭和 31年４月 15日から 35年 11月 18日までの期間において

被保険者資格を有するＢ事業所は同年 12月１日付けで全喪していることが



確認でき、当該事業所は申立期間①のうち、同年 11月 18日から同年 12月

１日までを除き、適用事業所となっていない。 

しかしながら、Ａ事業所が昭和 39年１月７日付けで申立人へ発行した勤

続 10年を経ていたことを示す賞状、当該事業所において申立期間当時勤務

していた同僚の供述などから、申立人が申立期間①及びその前後を通じて

Ｂ事業所及び当該事業所に継続して勤務していたことが認められる。 

また、登記簿により、Ａ事業所は、昭和 35年 11月 26日付けで解散登記

されたＢ事業所と同一の所在地に、同日付けで設立登記されていることが

確認できる上、社会保険事務所が保管するＢ事業所及びＡ事業所に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿により、後者の新規適用日（昭和 36年７

月１日）に当該事業所で資格を取得している申立人を含む被保険者 20人の

うちの 14人が、前者の事業所においても被保険者資格を有していることが

確認できること及び申立人、同僚の供述などから、両事業所は実質的に同

一の事業所であるとともに、Ａ事業所は、設立登記された 35年 11月 26日

から、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたも

のと認められる。 

さらに、両事業所において厚生年金保険の加入記録のある被保険者から、

「申立期間①当時、Ａ事業所から社会保険料を控除されながら、加入手続

を行ってもらえなかった。」、「保険料は返還してもらわなかった。」な

どとする、具体的で、かつ、信ぴょう性のある供述が複数得られたことか

ら、申立人についても、仕事内容や雇用形態の変化も無く、Ｂ事業所から

Ａ事業所へ転籍し、後者の事業主により厚生年金保険料を給与から控除さ

れていたものと認められる。 

なお、申立期間①に係る標準報酬月額については、昭和 36年７月の社会

保険事務所の記録から、9,000円とすることが妥当である。 

また、事業主は、申立人の申立期間において適用事業所でありながら、

社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、

申立人に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②については、Ａ事業所において申立期間②当時勤務していた

同僚の供述などにより、申立人が当該事業所に勤務していたことが推認で

きる。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者原票において、申立人の資格喪失日は昭和 39 年１月 26 日と記

録されている。 

しかし、当該被保険者原票により、申立人のほか６人の被保険者につい

て、資格喪失日の約８か月後である昭和 39 年 10 月１日付けの標準報酬月



額の定時決定に係る記録が取消処理されていることが確認できる上、６人

のうち１人については資格喪失日の約１年３か月後である 40年５月１日付

けの標準報酬の改定に伴う記録が取消処理されており、ほかの１人につい

ては資格喪失日の約１か月後の 39年３月４日からの健康保険の療養の給付

の受給記録が記載されている。また、社会保険事務所が、資格喪失日の約

１年５か月後の 40 年６月 23 日に、上部機関に対し資格喪失に関する進達

を行っていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 39 年１月 26 日に

資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る

記録は有効なものとは認められず、申立人は途切れることなく申立事業所

及びその関連事業所に勤務していたとしているところ、当該期間直後の 40

年３月１日に関連事業所のＣ事業所において資格を取得していることを踏

まえると、申立人のＡ事業所における資格喪失日は 40年３月 1日であると

認められる。 

なお、申立期間②に係る標準報酬月額については、取消処理前の社会保

険事務所の記録から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

鹿児島厚生年金 事案 269 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 54 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万

2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年９月１日から 54年 10月１日まで 

    私は、昭和 48年２月から 56年６月までの期間、Ｂ社（現在は、Ｃ社。）

及びその子会社のＡ社で継続して勤務していたにもかかわらず、社会保

険事務所へ照会したところ、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が

無いとのことであった。 

私が在籍していたＡ社及びＢ社は、申立期間当時、同一事務所内にあ

ったので、私としては、両社間の異動はグループ会社間の異動と認識し

ていた。 

申立期間のうちの５か月分の給与明細書があるので、申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者であったことを認め、記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社及びＡ社における厚生年金保険の加入記録のある複数の元同僚の証

言などから、申立人が両社に継続して勤務していたことが推認できるが、

社会保険事務所の記録では、昭和 53年９月１日に厚生年金保険の被保険者

資格を喪失していることが確認できる。 



一方、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票では、申立人の標準報酬月額について、資格喪失日と同一日の昭

和 53年９月 1日付けの随時改定及び申立期間直後の 54年 10月１日付けの

定時決定の記録が二重線により取消処理されていることが確認できる上、

申立人の健康保険証が資格喪失日から約１年２か月後の 54年 11月 19日に

返納された旨記録されているなど、不自然な記録が散見される。 

また、申立人が保管する給与明細書（申立期間のうち、昭和 54年２月か

ら同年５月までの期間及び同年９月の計５か月分）には、厚生年金保険料

の控除金額が記載されており、その形状や記載内容に不自然な点は認めら

れない。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 54 年 10 月１日に訂正す

ることが必要である。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人が保管する申立

期間当時の給与明細書及び取消処理前の昭和 53年９月の社会保険事務所の

記録から、９万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社は昭和 59年８月１日に全喪している上、Ｃ社では、申立期

間当時の人事記録や社会保険関係書類は無いとして、厚生年金保険の加入

状況、保険料の控除状況等が不明であると回答しており、このほかに確認

できる関連資料等が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が無い

ことから、行ったとは認められない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

鹿児島厚生年金 事案 270 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日

に係る記録を昭和 63 年４月 1 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、Ａ事業所に昭和 62 年４月１日から 63 年３月 31 日までの期間、

引き続き勤務していたにもかかわらず、社会保険庁では申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無いとしている。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認め、記

録を訂正してほしい。 

  

 第３ 委員会の判断の理由 

    Ａ事業所が保管する出勤簿及び申立期間直後から申立人が勤務してい

る事業所が保管する関係書類等により、申立人は、申立事業所に昭和 63

年３月 31日まで継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 62 年 10 月の社

会保険事務所の記録から、11万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、今回の申立てに先立つ平成 20 年 11 月５日に、申

立人の資格喪失日を昭和 63 年３月 31 日から同年４月１日へと訂正する



旨の届出を行っていることが確認できる上、当該事業主が、申立人の資

格喪失日を 63年４月１日と届け出たにもかかわらず、これを社会保険事

務所が同年３月 31日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が

同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る 63年３月分の保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

鹿児島厚生年金 事案 271 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失

日に係る記録を昭和 35年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１

万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年２月１日から同年４月１日まで 

私は、昭和 25 年 10 月にＡ社へ就職して以来、平成４年５月に退職す

るまでの 42年間、同社に継続して勤務していたにもかかわらず、社会保

険庁では申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いとしている。 

私は、人事異動により、昭和 35年４月１日にＡ社Ｂ工場から同社Ｃ工

場へ転勤しているが、その直前の２か月間の加入記録が欠落している。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認め、記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する人事記録及び雇用保険の加入記録等により、申立人は、

昭和 25 年 10 月から平成４年５月まで継続して同社及び関連事業所に勤務

し（昭和 35年４月１日に同社Ｂ工場から同社Ｃ工場へ異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 34 年 10 月の社会

保険事務所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 



なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間当時の社会保険関係書類が無いとして、厚生

年金保険料の控除状況等は不明であると回答しており、このほかに確認で

きる関連資料等が無いことなどから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

鹿児島厚生年金 事案 272 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ事業所に係る標準報酬月額の記録については、申立期間のう

ち、平成 15 年８月から 16 年５月までは 38 万円、同年６月は 36 万円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主は、平成 15 年８月から 16 年６月までの上記訂正後の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年８月から 16年７月まで 

        社会保険庁の記録では、申立期間の標準報酬月額が 30万円となってい

るが、私が保管している給与支払明細書では、38 万円の報酬月額に見合

う厚生年金保険料が控除されている。 

    このため、私は、申立事業所に適正な標準報酬月額の訂正を求めたと

ころ、当該事業所では、誤りがあったとして社会保険事務所へ取得時報

酬訂正届を提出したものの、社会保険事務所では、消滅時効の２年を超

えているので訂正したとしても年金額には反映されないと説明している。 

    申立期間について、控除された保険料額に見合う標準報酬月額に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ事業所が保管する賃金台帳により、申立人が給与から控除されていた

厚生年金保険料額に見合う申立期間の標準報酬月額については、38 万円で

あることが認められる。 

   また、申立人が保管する給与支払明細書により、申立期間における申立

人の報酬月額に見合う標準報酬月額は、平成 15 年８月から 16 年５月まで



は 38万円、同年６月は 36万円、同年７月は 22万円であることが認められ

る。 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、給与支払明細書におい

て確認できる報酬月額から、平成 15 年８月から 16 年５月までは 38 万円、

16年６月は 36万円とすることが妥当である。 

   一方、平成 16年７月については、社会保険事務所で記録されている標準

報酬月額が 30万円であり、申立人の報酬月額に見合う標準報酬月額を超え

ていると認められることから、特例法による保険給付の対象に当たらない

ため、あっせんは行わない。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、平成 15年８月１日に社会保険庁の記録どおりの標準報酬月額を

社会保険事務所に届け出ており、その結果、社会保険事務所は、訂正後の

標準報酬月額に見合う厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主は当該

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 


